
マル経融資のご案内
無担保・無保証人・保証料不要　国の融資をご存知ですか？
マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）は小規模事業者の方々の経営をバックアップ
するために無担保・無保証人で商工会議所の推薦にもとづき融資される国（日本政策金融公庫）
の融資制度です。
融資限度額 ⇒ 2,000万円
返済期間 ⇒ 運転資金　７年以内・設備資金　10年以内（上記条件での融資限度額および返済期
間の取り扱いは、平成28年３月31日の日本政策金融公庫受付分までとなります。）
担保・保証人 ⇒ 不要（保証協会の保証も不要です。）
融資利率 ⇒ 1.15％（平成27年12月９日現在）
　�※融資利率は金融情勢により変わることがあります。
　※世田谷区から支払利子の30％の利子補給金が支給されます。
　※融資の条件等は変更となる場合があります。※審査の結果、ご希望に添えないことがあります。

お申込み・お問い合わせ／東京商工会議所世田谷支部　TEL：03－3413－1461
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